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１ 本企画提案について  

本委託業務は、次期消防情報管理システム更新に向け、当局が抱える課題を解決す

るため対応方針を整理するとともに、総務省消防庁の示す「消防業務システム標準仕

様書群」との Fit&Gap 分析等を行い、次期消防情報管理システム調達に必要な要件定

義書や調達仕様書の策定及び次期消防情報管理システム構築事業者の円滑な選定に

ついて、専門知識や支援実績を多く有するコンサルティング事業者により、業務改善・

効率化、利便性の向上等の観点から、的確な提案や助言を求めるためのものです。  

業務を委託するに当たり、受託事業者の技術的知見、提案力、実績等を総合的に判

断するため、公募型プロポーザル方式により最適な事業者を契約候補者として選定し

ます。  

  

２ 件名  

  次期消防情報管理システム導入支援業務委託 

  

３ 委託期間  

  契約締結日から令和９年３月３１日まで  

  

４ 履行場所   

川崎市川崎区南町２０番地７ 川崎市消防局ほか 

  

５ 委託業務の内容等  

別添「次期消防情報管理システム導入支援業務委託 仕様書」のとおり（以下「仕

様書」といいます。）  

  

６ 参加資格  

   この企画提案に参加するには、次の事項を全て満たしている必要があります。  

（１）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停

止期間中でないこと。  

（２）提案期日において、令和７・８年度業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業

務」、種目「その他の電算関連業務」に登載されていること。  

（３）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。  

（４）令和３年度以降に、人口２０万人以上の特別区、市又は都道府県において、消防

業務システムの導入に関するコンサルティング実績（完了実績に限る）があること。 

（５）仕様書９（２）～（３）に定める資格要件を満たす者を本業務に従事させること。  

  

 



７ 公募手続  

（１）参加意向申出書及び仕様書等の配布並びに公募参加申込  

   本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申出書のほか、上記６（４）及

び（５）を証する書類（写し可。なお、（５）を証する書類としては、本業務従事

予定者の取得資格及び経験年数が分かるもの）を提出しなければなりません。  

   また、参加意向申出書等関係資料の交付及びその提出先等は、次のとおりです。  

ア 参加意向申出書等の交付、提出及び問合せ先  

〒２１０－８５６５  

川崎市川崎区南町２０番地７ 川崎市消防局総合庁舎７階 

消防局警防部指令課情報係  

電話 ０４４－２２３－２５４４（直通）  

電子メール 84sirei@city.kawasaki.jp  

※ 参加意向申出書等は、次のホームページからダウンロードも可能です。        

https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/840/0000183940.html  

イ 配布・提出期間  

令和８年１月２７日（火）から令和８年２月１２日（木）までとします（８時

３０分から１２時まで及び１３時から１７時１５分まで（土日祝日を除く。））。  

ウ 提出方法  

  持参又は郵送（いずれの場合も、上記イの期間内に、必要な書類全てが上記ア

宛てに確実に到着する必要があります。）  

エ 提案資格確認結果通知書  

資格確認資料に基づき応募資格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和８年

２月１９日（木）までにメールで送付します。  

（２）質問と回答  

   仕様書等の内容についての質問は、定められた質問書により、電子メールで、件

名を「次期消防情報管理システム導入支援業務委託 質問書」と明記し送付してく

ださい。  

なお、電話での質疑応答は行いませんので御注意ください。  

ア 質問受付期間  

    令和８年１月２７日（火）８時３０分から令和８年２月１２日（木）１７時  

１５分まで  

イ 質問回答  

    令和８年２月１９日（木）までに参加資格がある全ての業者に電子メールで回

答いたします。  

ただし、参加資格のない業者からの質問は、回答しません。 

 



８ 企画提案のための必要書類  

（１）企画提案書  

ア 書式等  

   （ア）Ａ４判縦横どちらでも構いません。  

   （イ）表紙を除いて３０ページ以内で作成してください。  

   （ウ）散逸しないような形で製冊してください。  

   （エ）提案書の電子データはＰＤＦ形式により７（１）アのメールアドレス宛て送

付してください。  

 イ 提出部数  

   ９部提出してください。  

（２）見積書  

１部提出してください。  

なお、見積額とその積算の根拠を示し、企画内容は見積額と整合が取れたものと

してください。  

※ 見積書に記載する金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額です。  

  

９ 企画提案書記載項目 

企画提案書を作成するに当たっては、別紙「企画提案選定評価シート」及び次の事

項を確認の上、作成してください。  

（１）記載項目  

    次の項目について記載してください。  

ア 「評価項目１ 基本方針」  

仕様書全般を確認の上、本業務を受託する際の基本方針について、貴社として

提案する内容を記載してください。  

イ 「評価項目２ 実施体制」  

仕様書全般を確認の上、貴社として提案する実施体制を記載してください。  

ウ 「評価項目３ 業務支援」  

仕様書全般を確認の上、貴社として提案する内容を具体的に記載してください。  

エ 「評価項目４ 自由提案」  

本業務を受託する際に、仕様書の記載事項以外に貴社として提案できることを、

その提案内容を導入することに伴う効果と併せて自由に記載してください。なお、

提案に当たり、次の事項に留意してください。  

  （ア）自由提案事項のうち、本市にとって有用な提案は、本業務を委託する際に契

約内容に含めることを想定しております。  

  （イ）上記（ア）を実現するに当たり必要となる費用は、８（２）の見積書に記載

する見積額に含んでください。  



（２）注意事項等 

  ア 作成に当たっては極力社名が分からないような記載でお願いします。  

  イ 専門用語には注釈を付けるなど、分かりやすい表現で記載してください。  

  ウ 提出書類作成に関する費用は、貴社の負担とします。  

  エ 提出していただいた企画提案書等の書類については、返却いたしません。  

  

10 企画提案書等の提出  

企画提案書及び見積書の提出の際は、次のとおり持参又は郵送により提出してくだ

さい。  

（１）企画提案書等の提出締切日時  

令和８年３月５日（木）１７時１５分まで  

※郵送の場合は、上記の日付までに、必要な書類全てが７（１）アの担当宛てに

確実に到着する必要があります。  

（２）受付時間  

土日及び休日を除く８時３０分～１２時及び１３時～１７時１５分  

（３）提出場所  

７（１）アと同じ  

  

11 プレゼンテーション  

（１）日時及び場所  

ア 日時  

  令和８年３月１７日（火）  

  提案者が多数いる場合は、第二候補日を令和８年３月１８日（水）とし、本市

と提案者で相談の上、日程を調整します。  

  また、時刻については、提案各社へ別途メールでお知らせします。  

イ 場所  

  川崎市川崎区南町２０番地７ 川崎市消防局総合庁舎６階作戦室  

（２）実施方法等  

  ア プレゼンテーションにおける時間配分の目安は、次のとおりです。  

  （ア）準備及び説明：２５分  

  （イ）質疑応答：１０分  

 イ プレゼンテーションは、契約後に本業務に携わる人が行ってください。  

 ウ プレゼンテーションの出席者は３名以内とします。  

  エ プレゼンテーションにＰＣ等を使用する場合は持参してください。 

 オ 大型ディスプレイ（ＨＤＭＩ接続）は事務局で用意します。  

 カ プレゼンテーションにおいて資料を提示・配布することができますが、企画提



案書に記載のない事項を含むことはできません。  

（３）評価者  

評価者は、本市が設置するプロポーザル評価委員会の委員となります。  

（４）企画提案の評価  

   企画提案の評価は、企画提案書の内容について、企画提案選定評価シートに基づ

き項目ごとに数値化して採点し、合計点数の最高得点を得た者を本委託業務の選定

業者とします。  

 なお、同点の場合は、見積書に記載した金額が低い方を契約候補業者として特定

します。それでも決定しない場合はプロポーザル評価委員会の審議により業者を決

定します。  

 また、合計点数が満点の６０％に満たない場合や、複数の評価委員から標準点を

下回る評価項目がある場合には、受託候補者として選定されません。  

  

12 選定結果通知  

選定結果及び合計点については、令和８年３月２５日（水）までに提案各社全てに

電子メールで通知します。  

また、選定結果については市ホームページに掲載します。  

なお、選定結果等についての問合せには応じられませんので御了承ください。  

  

13 契約手続等  

選考結果の通知後、速やかに選定された業者と契約を締結します。  

（１）契約保証金は契約金額の１０％とします。ただし、川崎市契約規則第３３条各号

に該当する場合は、免除とします。  

（２）前払金  否  

（３）契約書の作成   要  

  

14 事業概算  

  ２７，５００，０００円（消費税額及び地方消費税額を除く。）  

 ※ 事業概算額を超える金額での見積もりは失格となります。  

  

15 その他  

（１）本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により知り得た情報により、入札の公

平性を阻害又は阻害するおそれがある業務の入札に参加することはできません。  

（２）この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。  

（３）参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、辞退届を提出してください。 

（４）本入札に関して提出する一切の書類について、筆記した文字等を容易に消すこと



ができるボールペンは使用しないでください。提出された書類については、使用

の有無を確認させていただき、使用が認められた場合は、当該書類についてこれ

を無効とします。  

（５）当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令

和８年３月頃）を要します。  

  

16 事務局（問い合わせ先及び提出先）  

７（１）アと同じ 


